
１
合
併
の
方
式

浦
和
市
、
大
宮
市
及
び
与
野
市
を
廃

し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を

設
置
す
る
合
体
合
併
と
す
る
。

２
合
併
の
期
日

合
併
の
期
日
は
、
平
成
13
年
５
月
１

日
と
す
る
。

３
新
市
の
名
称

新
市
の
名
称
は
、
さ
い
た
ま
市
と
す

る
。

４
新
市
の
事
務
所
の
位
置

（
１
）新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
当
分

の
間
、
現
在
の
浦
和
市
役
所
の
位
置

と
す
る
。

ま
た
、
大
宮
市
及
び
与
野
市
の
庁

舎
に
つ
い
て
は
、
現
庁
舎
の
活
用
方

法
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す

る
。

（
２
）将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て
は
、
さ
い
た
ま
新
都
心
周

辺
地
域
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
を

踏
ま
え
、
新
市
成
立
後
、
新
市
は
、

交
通
の
事
情
、
他
の
官
公
署
と
の
関

係
な
ど
、
市
民
の
利
便
性
を
考
慮
し
、

将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ

い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て
は
、
市
民
参
加
に
よ
る
審
議

会
の
設
置
な
ど
、
そ
の
協
議
方
法
を

含
め
、
新
市
成
立
後
、
速
や
か
に
検

討
を
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
併
せ
て
、
新
市
成
立
後
、

速
や
か
に
庁
舎
建
設
基
金
を
創
設
す

る
も
の
と
す
る
。

５
財
産
の
取
扱
い

３
市
の
所
有
す
る
財
産
は
、
す
べ
て

新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

６
市
議
会
議
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い

３
市
の
市
議
会
議
員
は
、
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
40

年
法
律
第
６
号
）
第
７
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
２
年
間

引
き
続
き
新
市
の
議
会
の
議
員
と
し
て

在
任
す
る
。

７
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い

３
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る

委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１
項

第
１
号
の
規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
１

年
間
引
き
続
き
新
市
の
農
業
委
員
会
の

選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
在
任
す
る
。

８
地
方
税
の
取
扱
い

（
１
）個
人
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
地
方
税
法
（
昭
和
25
年

法
律
第
２
２
６
号
）
の
規
定
に
よ
り

個
人
市
民
税
均
等
割
は
、
平
成
14
年

度
以
降
年
額
３,
０
０
０
円
と
な
る
。

（
２
）法
人
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

（
３
）固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
平
成
14
年
度
以
降
の
納

期
に
つ
い
て
は
、
５
・
７
・
12
・
２

月
で
調
整
を
図
る
。

（
４
）軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

（
５
）市
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

（
６
）
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
７
）事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
与
野
市
域
は
地
方
税
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併
の
日
の
翌

日
か
ら
６
月
を
経
過
す
る
月
以
降
課

税
区
域
と
な
る
。

（
８
）都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
納
期
に
つ
い
て
は
、
固

定
資
産
税
と
同
様
と
す
る
。

（
９
）減
免
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

税
目
に
つ
い
て
統
一
的
な
処
理
基
準

を
作
成
す
る
。

９
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の

取
扱
い

（
１
）一
般
職
の
職
員
は
、す
べ
て
新
市
の

職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
２
）任
免
及
び
勤
務
条
件
に
つ
い
て
は
、

人
事
管
理
や
職
員
の
処
遇
の
適
正
化

の
観
点
か
ら
調
整
し
統
一
を
図
る
。

特
に
、
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の

処
遇
及
び
給
与
の
適
正
化
の
観
点
か

ら
調
整
し
統
一
を
図
る
。

10
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

３
市
の
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
３
市
の
長
が
別
に
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

11
条
例
・
規
則
の
取
扱
い

条
例
・
規
則
に
つ
い
て
は
、
各
協
議

項
目
の
調
整
方
針
に
基
づ
き
統
一
を
図

り
、
新
市
に
お
け
る
事
務
事
業
に
支
障

を
き
た
さ
ぬ
よ
う
、
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。

12
組
織
・
機
構
の
取
扱
い

新
市
の
行
政
組
織
・
機
構
は
、
以
下
の

事
項
を
基
本
と
し
て
、
合
併
６
か
月
前

ま
で
に
調
整
す
る
。
な
お
、
職
員
定
数

に
つ
い
て
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）市
民
が
利
用
し
や
す
く
、
わ
か
り

や
す
い
組
織
・
機
構

（
２
）簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構

（
３
）新
市
建
設
計
画
を
円
滑
に
遂
行
で

き
る
組
織
・
機
構

（
４
）指
揮
命
令
系
統
が
明
確
な
組
織
・

機
構

（
５
）地
方
分
権
へ
柔
軟
に
対
応
で
き
る

組
織
・
機
構

4

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
定
書
〈
全
文
〉

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
定
書
〈
全
文
〉
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（
６
）新
た
な
行
政
課
題
を
見
据
え
た
組

織
・
機
構

13
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

（
１
）一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

埼
玉
県
浦
和
競
馬
組
合
、
埼
玉
県

都
市
競
艇
組
合
及
び
彩
の
国
さ
い
た

ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
は
、
新
市
に

お
い
て
現
行
ど
お
り
加
入
す
る
。

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
は
合
併
の

前
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
事
業
に
つ

い
て
は
新
市
に
お
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

埼
玉
県
市
町
村
消
防
災
害
補
償
組

合
は
、
新
市
に
お
い
て
加
入
し
な

い
。

（
２
）公
社
・
事
業
団
等
の
取
扱
い

３
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
公
社
・

事
業
団
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

ア
　
３
市
の
土
地
開
発
公
社
、
社
会

福
祉
法
人
社
会
福
祉
協
議
会
、
社

団
法
人
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
時
に
再
編
す

る
。

イ
　
浦
和
市
と
大
宮
市
の
社
会
福
祉

法
人
社
会
福
祉
事
業
団
、
財
団
法

人
土
地
区
画
整
理
協
会
は
、
そ
れ

ぞ
れ
合
併
時
に
再
編
す
る
。

ウ
　
財
団
法
人
浦
和
市
公
園
緑
地
協

会
、
財
団
法
人
大
宮
市
都
市
整
備

公
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
時
に
再

編
す
る
。

エ
　
財
団
法
人
浦
和
市
文
化
振
興
事

業
団
と
財
団
法
人
大
宮
市
公
立
施

設
管
理
公
社
、
財
団
法
人
与
野
市

ふ
る
さ
と
振
興
機
構
は
、
合
併
後

速
や
か
に
再
編
す
る
。

オ
　
浦
和
市
、
大
宮
市
の
財
団
法
人

学
校
給
食
協
会
と
与
野
市
学
校
給

食
会
は
、
合
併
後
速
や
か
に
再
編

す
る
。

カ

３
市
の
観
光
協
会
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
速
や
か
に
再
編
す
る
よ
う

調
整
す
る
。

キ
　
そ
の
他
の
公
社
・
事
業
団
等
に

つ
い
て
は
、
合
併
後
も
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。

（
３
）
第
三
セ
ク
タ
ー
の
取
扱
い

第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
４
）
そ
の
他
協
議
会
等
の
取
扱
い

そ
の
他
協
議
会
等
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
、
新
市
に
お
い
て
再
び
加

入
す
る
（
現
行
の
と
お
り
と
す
る
）。

た
だ
し
、
同
種
の
協
議
会
等
で
国

又
は
県
の
管
轄
地
域
の
違
い
に
関
係

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
管
轄
の
見

直
し
後
速
や
か
に
調
整
す
る
。

14
使
用
料
・
手
数
料
の
取
扱
い

（
１
）使
用
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
一
又
は
類
似
す
る
施

設
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
可
能
な
限

り
統
一
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て

緩
和
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）手
数
料
に
つ
い
て
は
、
３
市
に
お

け
る
こ
れ
ま
で
の
料
金
改
定
の
経
緯

や
受
益
者
負
担
の
原
則
を
基
本
に
、

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
適
正
な
負
担
額

を
決
定
し
、
合
併
時
に
統
一
す
る
も

の
と
す
る
。

15
公
共
的
団
体
の
取
扱
い

共
通
の
目
的
を
持
ち
、
３
市
合
併
に

よ
り
一
体
性
が
必
要
と
さ
れ
る
公
共
的

団
体
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
各
団
体
の
実
情
を
尊

重
し
な
が
ら
、
統
合
又
は
再
編
す
る
よ

う
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
他
の
公
共
的
団
体
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
（
新
市
に

お
い
て
再
び
加
入
す
る
）。

16
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取

扱
い

補
助
金
・
交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
の
経
緯
、
実
情
等
に
配
慮
し
、

調
整
す
る
も
の
と
す
る
が
、
具
体
的
に

は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

な
お
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
以
下
の

と
お
り
と
す
る
。

（
１
）３
市
で
同
一
あ
る
い
は
同
種
の
補

助
金
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け

早
い
機
会
に
関
係
団
体
等
の
理
解
と

協
力
を
得
て
、
統
一
の
方
向
で
調
整

す
る
。

（
２
）各
市
独
自
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
実
績
を
尊
重
し
、
市
域
全

体
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
に
調
整
す
る
。

（
３
）整
理
統
合
で
き
る
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
統
合
す
る
よ
う
調
整
す
る
。

17
町
・
字
名
の
取
扱
い

町
・
字
名
は
原
則
と
し
て
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
一
の
町
・
字
名
に
つ
い

て
は
地
域
住
民
の
意
向
を
尊
重
し
、
調

整
す
る
も
の
と
す
る
。

18
慣
行
の
取
扱
い

（
１
）市
章
・
市
の
木
・
市
の
花
等
の
象

徴
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
の
お
ど
り
に
つ
い
て

は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
２
）市
民
憲
章
及
び
各
都
市
宣
言
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

（
３
）都
市
間
交
流
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
継
続
す
る
。

（
４
）名
誉
市
民
、
市
民
栄
誉
賞
、
文
化

賞
及
び
市
政
功
労
賞
に
つ
い
て
は
新

市
に
お
い
て
継
続
す
る
。

19
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取

扱
い

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、

被
保
険
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
均
一

化
や
負
担
の
公
平
に
留
意
し
、
速
や
か

に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

20
消
防
業
務
の
取
扱
い

（
１
）消
防
団
の
取
扱
い

消
防
団
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現

行
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
団
員
の
任
免
・
報
酬
・

手
当
及
び
消
防
団
運
営
費
交
付
金
に

つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。

（
２
）常
備
消
防
の
取
扱
い

消
防
業
務
に
つ
い
て
は
、
業
務
の

一
体
性
を
速
や
か
に
確
立
す
る
た

め
、
合
併
ま
で
に
出
動
計
画
等
の
統

一
を
図
る
。

た
だ
し
、
警
防
指
令
業
務
は
、
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
で
対
応
す
る
こ
と
と

し
、
合
併
後
速
や
か
に
、
新
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
救
急
高
度

化
推
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

速
や
か
に
、
新
た
な
計
画
を
策
定
す

る
。
な
お
、
消
防
計
画
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
速
や
か
に
策
定
す
る
。

21
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

（
１
）情
報
公
開
事
業
の
取
扱
い

情
報
公
開
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
ま
で
に
課
題
等
を
整
理
し
新
市
に

お
い
て
制
度
化
す
る
も
の
と
す
る
。

市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
つ
い
て

は
新
市
に
お
い
て
引
き
続
き
行
う
。

（
２
）女
性
政
策
事
業
の
取
扱
い

女
性
政
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
男

女
共
同
参
画
社
会
を
目
指
す
行
動
計

画
を
再
編
し
、
事
業
推
進
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

女
性
セ
ン
タ
ー
に
か
か
る
事
業
に

つ
い
て
は
、
埼
玉
県
女
性
セ
ン
タ
ー

（
仮
称
）
計
画
と
の
調
整
を
図
り
進

め
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）広
報
広
聴
事
業
の
取
扱
い

広
報
広
聴
事
業
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
広
報
紙
等
の
広
報
事
業
に
つ
い

5
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て
は
、
合
併
時
に
統
合
し
、
引
き

続
き
情
報
の
提
供
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

イ
　
市
民
提
案
制
度
等
の
広
聴
事
業

に
つ
い
て
は
、
合
併
後
速
や
か
に

充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
４
）防
災
事
業
の
取
扱
い

防
災
事
業
に
つ
い
て
は
、
災
害
時

の
対
応
に
支
障
を
き
た
さ
ぬ
よ
う
合

併
ま
で
に
基
本
的
な
方
針
を
確
立
す

る
。
ま
た
、
合
併
後
速
や
か
に
事
業

の
根
幹
と
な
る
地
域
防
災
計
画
を
策

定
す
る
。

（
５
）市
民
窓
口
業
務
の
取
扱
い

市
民
窓
口
業
務
に
つ
い
て
は
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
観
点
に
統
合

又
は
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

既
設
の
支
所
・
出
張
所
の
配
置
等

に
つ
い
て
は
現
行
の
と
お
り
と
す

る
。

（
６
）文
化
振
興
事
業
の
取
扱
い

文
化
振
興
事
業
に
つ
い
て
、
同
一

又
は
類
似
す
る
事
業
は
統
合
・
再
編

す
る
も
の
と
す
る
。

地
域
の
特
色
あ
る
文
化
事
業
に
つ

い
て
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
７
）コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
取
扱
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
に
つ
い
て
は
、

市
民
活
動
の
高
揚
に
資
す
る
た
め
新

市
に
お
い
て
引
き
続
き
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

（
８
）ご
み
処
理
事
業
の
取
扱
い

ご
み
処
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
ご

み
の
減
量
化
・
資
源
化
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

を
生
じ
な
い
よ
う
再
編
す
る
も
の
と

す
る
。

（
９
）環
境
対
策
事
業
の
取
扱
い

環
境
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
生
じ
な
い
よ

う
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

公
害
監
視
業
務
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
引
き
続
き
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

（
10
）交
通
対
策
事
業
の
取
扱
い

交
通
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
市

民
生
活
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
引

き
続
き
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

放
置
自
動
車
対
策
等
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
速
や
か
に
統
一
を
図
る
。

（
11
）社
会
福
祉
事
業
の
取
扱
い

社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
地

域
に
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
統
合
又

は
再
編
し
、
充
実
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
12
）障
害
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い

障
害
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、

国
等
の
制
度
に
基
づ
い
て
実
施
し
て

い
る
事
業
は
引
き
続
き
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

障
害
者
の
社
会
参
加
に
か
か
る
事

業
等
は
統
合
又
は
再
編
し
充
実
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
13
）高
齢
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い

高
齢
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、

国
等
の
制
度
に
基
づ
い
て
実
施
し
て

い
る
事
業
は
引
き
続
き
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

老
人
保
健
福
祉
計
画
を
新
た
に
再

編
し
、
保
健
福
祉
制
度
の
充
実
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
14
）児
童
福
祉
事
業
の
取
扱
い

児
童
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
国

等
の
制
度
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い

る
事
業
は
引
き
続
き
推
進
す
る
も
の

と
す
る
。

子
育
て
支
援
事
業
等
に
つ
い
て
は
、

統
合
又
は
再
編
し
充
実
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
15
）保
健
・
医
療
事
業
の
取
扱
い

公
立
病
院
等
の
診
療
体
制
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き

継
ぐ
も
の
と
す
る
。

成
人
・
母
子
保
健
事
業
、
予
防
対

策
事
業
及
び
休
日
急
患
診
療
事
業
に

つ
い
て
は
、
実
施
内
容
・
方
法
等
に

つ
い
て
医
師
会
等
と
の
調
整
が
必
要

な
こ
と
か
ら
合
併
後
速
や
か
に
再
編

す
る
。

（
16
）介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い

介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
ま
で
に
一
体
性
の
確
保
に
努
め
、

市
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す

る
。

（
17
）保
健
所
開
設
事
業
の
取
扱
い

保
健
所
開
設
事
業
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
保
健
所
を

開
設
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
視
野

に
入
れ
た
保
健
施
設
整
備
計
画
を
策

定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
18
）農
業
振
興
事
業
の
取
扱
い

農
業
振
興
事
業
に
つ
い
て
は
、
同

一
又
は
類
似
す
る
事
業
を
統
合
又
は

再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

基
盤
整
備
事
業
及
び
農
業
団
体
の

育
成
事
業
に
つ
い
て
は
継
続
す
る
も

の
と
す
る
。

（
19
）商
工
・
観
光
事
業
の
取
扱
い

商
工
・
観
光
事
業
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
事
業
の
推
進
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

同
一
又
は
類
似
す
る
事
業
は
統
合

又
は
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

（
20
）勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業
の
取

扱
い

勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
勤
労
者
の
支
援

及
び
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
施
策

等
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
21
）都
市
計
画
事
業
の
取
扱
い

都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
既

に
決
定
さ
れ
て
い
る
事
業
に
つ
い
て

引
き
続
き
推
進
す
る
。

各
種
計
画
は
、
合
併
後
速
や
か
に

策
定
す
る
。

（
22
）道
路
事
業
の
取
扱
い

道
路
事
業
に
つ
い
て
は
、
道
路
交

通
の
円
滑
化
と
生
活
環
境
の
向
上
を

図
る
た
め
、
道
路
の
整
備
及
び
適
切

な
維
持
管
理
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
23
）河
川
事
業
の
取
扱
い

河
川
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
も
引
き
続
き
整
備
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
適
切
な
管
理
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
24
）住
宅
事
業
の
取
扱
い

住
宅
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
も
住
宅
政
策
の
推
進
、
住
宅

供
給
の
促
進
及
び
公
営
住
宅
等
の
適

正
な
維
持
管
理
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
25
）下
水
道
事
業
の
取
扱
い

下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併

後
速
や
か
に
整
備
計
画
を
策
定
し
、

事
業
の
進
捗
を
図
る
と
と
も
に
、
下

水
道
施
設
の
適
切
な
管
理
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
26
）学
校
教
育
事
業
の
取
扱
い

学
校
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
教
職
員
の
資
質
の
向
上
や
施

設
の
整
備
に
努
め
、
教
育
環
境
の
充

実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
27
）社
会
教
育
事
業
の
取
扱
い

社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
学
習
機
会
、
情
報
の
提
供
等

に
努
め
つ
つ
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低

下
を
生
じ
な
い
よ
う
再
編
す
る
。

（
28
）そ
の
他
事
務
事
業
の
取
扱
い

そ
の
他
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、

6
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以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

ア

独
自
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
の
経
緯
・
実
情
を
考
慮

し
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

同
一
又
は
類
似
す
る
事
務
事
業

に
つ
い
て
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
留
意

し
な
が
ら
、
合
理
化
・
効
率
化
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

22
諮
問
機
関
の
取
扱
い

諮
問
機
関
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
再
編
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
各
市
で
独
自
に
置
か
れ
て
い

る
諮
問
機
関
に
つ
い
て
は
、
実
態
等
を

考
慮
し
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

23
埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
　

取
扱
い

（
１
）一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
。

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
一
般
職

の
職
員
は
、
す
べ
て
新
市
の
職
員
と

し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
引
き

継
い
だ
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25

年
法
律
第
２
６
１
号
）、
地
方
公
営

企
業
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
２
９
２

号
）
及
び
新
市
の
規
程
等
に
よ
り
取

り
扱
う
べ
く
、
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）事
務
事
業
の
取
扱
い

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
行
っ
て

い
た
事
業
を
新
市
が
行
う
際
に
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）、
地
方
公

営
企
業
法
及
び
新
市
の
規
程
等
に
よ

り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
個
別
の
事
業
に
お
け
る
調

整
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
、

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
特
有
の
事
業

は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
３
市
と
同

一
又
は
類
似
す
る
事
業
は
３
市
の
調

整
方
針
を
基
に
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
特
別
職

の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
３

市
の
長
が
別
に
協
議
し
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
４
）財
産
の
取
扱
い

埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
所
有
す

る
財
産
は
、
す
べ
て
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る
。

24
新
市
建
設
計
画

新
市
建
設
計
画
は
、
別
添
「
新
市
建
設

計
画
」
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。（
※
）

25
政
令
指
定
都
市
へ
の
移
行
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項

新
市
成
立
後
、
新
市
は
上
尾
市
・
伊

奈
町
の
意
向
を
確
認
の
上
、
速
や
か
に

合
併
協
議
を
行
う
も
の
と
し
、
２
年
以
内

を
目
標
に
政
令
指
定
都
市
を
実
現
す
る
。

（
※
）
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
掲
載
を
省
略
し
ま
し
た
。
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